
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

一

○
水
俣
港
公
有
水
面
埋
立
て
免
許　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
港　

湾　

課
）　

一

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

二

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○ 
熊
本
県
重
度
心
身
障
害
児
医
療
費
支
給
事
業
に
対
す
る
補
助
金
交
付
要
項
を
廃
止
す
る
要
項　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
害
保
健
福
祉
課
）　

三

○
熊
本
県
地
下
水
質
保
全
要
綱
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）　

三

○
漁
船
保
険
義
務
加
入
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

政　

課
）　

三

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

　
　

公　
　

告

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

四

○
熊
本
県
立
大
学
大
学
院
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
用
図
書
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入

　

札
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
私
学
文
書
課
）　

四

熊
本
県
告
示
第
六
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
六
十
二
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

有
水
面
埋
立
て
を
免
許
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県　

代
表
者　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

二　

免
許
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
八
日

　
　

熊
本
県
指
令
港
第
十
七
号

三　

埋
立
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

水
俣
市
月
の
浦
字
月
浜
一
六
一
の
二
地
先
並
び
に
一
五
五
の
一
、
一
五
四
の
一
、
一
四
七
の
一
及

　
　

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
地
先
並
び
に
一
四
七
の
一
、
一
一
六
の
一
、
一
一

　
　

五
の
一
、
一
一
四
の
一
、
六
一
の
一
、
六
一
の
六
、
五
四
の
五
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る

　
　

道
路
、
水
路
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
②
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
、
②
の
地
点
か
ら
パ
ラ
メ
タ
ー
Ａ

　
　

＝
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
Ｒ
＝
八
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
曲
線
で
②
の
地
点
と
③
の
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

ゆ
う
き
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

熊
本
市
東
町
四
丁
目
十
六
番
三
の
百
二

号

事　

業　

者　

名

有
限
会
社　

熊
岐
企
画

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
一
月
十
五
日



　
　

地
点
を
結
ぶ
北
西
側
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
弧
、
③
の
地
点
か
ら
三
〇
〇
度
〇
九
分
一
二
秒
八
〇
・
〇
五
メ

　
　

ー
ト
ル
地
点
を
円
心
と
す
る
半
径
八
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で
③
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
結

　
　

ぶ
東
側
の
円
弧
、
④
の
地
点
か
ら
パ
ラ
メ
タ
ー
Ａ
＝
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
Ｒ
＝
八
〇
・
〇
五
メ

　
　

ー
ト
ル
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
曲
線
で
④
の
地
点
と
⑤
の
地
点
を
結
ぶ
南
東
側
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
弧
、
⑤
の
地

　
　

点
か
ら
⑦
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑦
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
三
年
の
秋

　
　

分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
三
・
一
一
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
の
境
界
線
及
び
①
の
地

　
　

点
と
⑧
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
六
年
十
二
月
二
日
付
け
熊
本
県
指
令
港
第
六
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ

　
　

た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
Ｌ
＋
三
・
四
五
メ
ー
ト
ル
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た

　
　

区
域

　
　
　

①
の
地
点　

江
添
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
二
度
一
一
分
四
〇
秒
〇
四
二
、
東
経
一
三
〇
度
二
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
秒
〇
六
九
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
四
五
度
四
三
分
〇
〇
秒
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　

七
八
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
。

　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
四
四
度
一
二
分
三
六
秒
五
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
三
八
度
二
五
分
二
〇
秒
四
六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
五
度
五
六
分
三
三
秒
七
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
二
八
分
五
六
秒
四
六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
四
七
分
五
二
秒
二
〇
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
五
八
度
二
九
分
四
四
秒
一
六
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
一
八
三
度
五
九
分
二
〇
秒
二
八
四
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

一
万
七
百
九
十
三
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

水
俣
市
月
の
浦
字
月
浜
一
六
一
の
二
、
一
五
五
の
一
、
一
五
四
の
一
、
一
四
七
の
一
及
び
こ
れ
ら

　
　

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
地
内
並
び
に
一
四
七
の
一
、
一
一
六
の
一
、
一
一
五
の
一
、

　
　

一
一
四
の
一
、
六
一
の
一
、
六
一
の
六
、
五
四
の
五
六
、
五
四
の
四
一
、
五
四
の
四
〇
及
び
こ
れ
ら

　
　

の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
地
内
及
び
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
□１
 

の
地
点
と
□
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

　
　

区
域

　
　
　

□１
 

の
地
点　

基
点
か
ら
二
四
三
度
五
八
分
〇
〇
秒
一
、
八
二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□２
 

の
地
点　

□１
 

の
地
点
か
ら
三
五
六
度
〇
二
分
三
七
秒
五
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□３
 

の
地
点　

□２
 

の
地
点
か
ら
三
一
二
度
五
四
分
五
五
秒
一
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□４
 

の
地
点　

□３
 

の
地
点
か
ら
一
一
度
〇
二
分
〇
六
秒
二
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□５
 

の
地
点　

□４
 

の
地
点
か
ら
八
五
度
三
七
分
四
〇
秒
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□６
 

の
地
点　

□５
 

の
地
点
か
ら
一
五
二
度
〇
〇
分
四
三
秒
一
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□７
 

の
地
点　

□６
 

の
地
点
か
ら
一
九
二
度
三
三
分
〇
〇
秒
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□８
 

の
地
点　

□７
 

の
地
点
か
ら
一
五
三
度
三
九
分
五
〇
秒
三
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□９
 

の
地
点　

□８
 

の
地
点
か
ら
二
〇
九
度
五
五
分
五
五
秒
一
〇
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□
の
地
点　

□９
 

の
地
点
か
ら
二
四
四
度
〇
九
分
三
五
秒
五
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

四
万
九
千
四
百
三
十
六
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

道
路
用
地
、
緑
地
用
地

熊
本
県
告
示
第
六
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

熊
本
県
告
示
第
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
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１０

１０

道
路の種

類
主
要

地
方

道

路

線

名

熊

本

菊

鹿

線

区

域

変

更

す

る

区

間

菊
池
郡
泗
水
町
大
字
田
島
字
八
久
保

　
　
　
　
　
　

二
六
二
七
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
岡
原

　
　
　
　
　
　

二
八
七
二
番　

地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
四

　
　

〜

　

二
一
・
四

一
三
・
六

　
　

〜

　

二
二
・
八

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
六
・
〇

一
二
六
・
〇

備　

考

単
道
改



路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

熊
本
県
告
示
第
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

熊
本
県
告
示
第
六
十
六
号

　

熊
本
県
重
度
心
身
障
害
児
医
療
費
支
給
事
業
に
対
す
る
補
助
金
交
付
要
項
を
廃
止
す
る
要
項
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
重
度
心
身
障
害
児
医
療
費
支
給
事
業
に
対
す
る
補
助
金
交
付
要
項
を
廃
止
す
る
要
項

　

熊
本
県
重
度
心
身
障
害
児
医
療
費
支
給
事
業
に
対
す
る
補
助
金
交
付
要
項
（
昭
和
四
十
八
年
熊
本
県
告

示
第
六
百
四
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
要
項
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
告
示
第
六
十
七
号

　

昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
熊
本
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号
の
六
（
熊
本
県
地
下
水
質
保
全
要
綱
）

は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
六
十
八
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
同
意
を
求
め
る
た
め
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

加
入
区
の
名
称

　
　

鍋
加
入
区

二　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

玉
名
郡
岱
明
町
大
字
鍋
二
七
〇
五　
　
　
　

二
宮　

正
常

　
　

玉
名
郡
岱
明
町
大
字
鍋
二
三
一
二　
　
　
　

吉
田　

實

　
　

玉
名
郡
岱
明
町
大
字
扇
崎
八
七
八　
　
　
　

廣
田　

義
治

三　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合

　
　

鍋
漁
業
協
同
組
合

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
十
一
日
ま
で
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道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路

線

名

宮
原
五
木
線

供

用

開

始

す

る

区

間

八
代
郡
東
陽
村
大
字
河
俣
字
折
渡

　
　
　
　
　

三
九
一
四
番
五
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

三
九
一
一
番
六
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
五
六
・
〇

備　
　

考

緊

道

整

道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路

線

名

大
津
植
木
線

供

用

開

始

す

る

区

間

菊
池
郡
合
志
町
大
字
栄
字
上
生
道

　
　
　
　
　

三
四
二
一
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　

字
六
郎

　
　
　
　
　

二
三
八
〇
番
三
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
〇
五
・
三

備　
　

考

単

道

改



五　

縦
覧
場
所

　
　

鍋
漁
業
協
同
組
合

熊
本
県
告
示
第
六
十
九
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
同
意
を
求
め
る
た
め
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

加
入
区
の
名
称

　
　

登
立
加
入
区

二　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
七
一
二
六　
　

磨
田　

正
勝

　
　

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
四
五
二
二　
　

毛
利　

隆
義

　
　

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
一
二
九
一
七　

山
下　

サ
ダ
メ

　
　

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
三
六
八｜

一　

山
下　

末
人

三　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合

　
　

大
矢
野
町
漁
業
協
同
組
合

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
十
一
日
ま
で

五　

縦
覧
場
所

　
　

大
矢
野
町
漁
業
協
同
組
合
登
立
支
所

熊
本
県
告
示
第
七
十
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
同
意
を
求
め
る
た
め
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

加
入
区
の
名
称

　
　

水
俣
市
加
入
区

二　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

水
俣
市
丸
島
町
三
丁
目
三
番
一
一
号　
　
　

岩�
　

巧

　
　

水
俣
市
梅
戸
町
一
丁
目
四
番
八
号　
　
　
　

中
岡　

孝
行

三　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合

　
　

水
俣
市
漁
業
協
同
組
合

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
十
一
日
ま
で

五　

縦
覧
場
所

　
　

水
俣
市
漁
業
協
同
組
合

熊
本
県
公
告
第
四
十
二
号

　

玉
名
郡
南
関
町
南
関
町
土
地
改
良
区
理
事
長
大
石
駿
四
郎
か
ら
平
成
十
三
年
九
月
四
日
付
け
で
申
請
の

定
款
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日
付
け
で
認
可
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
公
告
第
四
十
三
号

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
物
品
の
名
称
（
入
札
は
案
件
ご
と
に
実
施
）

　
　
　

熊
本
県
立
大
学
大
学
院
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
用
図
書
（
洋
書
）

（一）

　
　
　

熊
本
県
立
大
学
大
学
院
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
用
図
書
（
和
書
）

（二）

　

２　

調
達
物
品
及
び
装
備
等

　
　
　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限

　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
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公　
　
　
　

告



　

４　

納
入
場
所

　
　
　

熊
本
県
立
大
学
附
属
図
書
館

　

５　

入
札
方
法

　
　
　
　

落
札
者
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に

（一）

　
　
　

相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

　
　
　

額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及

　
　
　

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た

　
　
　

契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

入
札
説
明
書
に
特
段
の
定
め
が
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
競
争
入
札
心
得
（
昭
和
三
十

（二）

　
　
　

九
年
熊
本
県
告
示
第
四
百
二
十
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　
　
　

入
札
書
は
入
札
説
明
書
に
示
す
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。

（三）

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　

次
の
各
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

　
　

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

２　

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　

過
去
二
営
業
年
度
に
お
い
て
、国
立
情
報
学
研
究
所
の
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｓ｜

Ｃ
Ａ
Ｔ
を
用
い
た
、　

（一）

　
　
　

目
録
所
在
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
登
録
作
業
を
伴
う
図
書
の
納
入
実
績
が
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　

前
号
の
実
績
が
あ
る
人
員
を
、
熊
本
県
立
大
学
附
属
図
書
館
に
一
名
以
上
派
遣
し
て
受
入
作
業

（二）

　
　
　

が
実
施
で
き
る
こ
と
。

三　

入
札
手
続
等

　

１　

担
当
課

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
〇
二

　
　
　

熊
本
市
月
出
三
丁
目
一
番
一
〇
〇
号

　
　
　

熊
本
県
立
大
学
事
務
局
総
務
企
画
課

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜

三
八
三｜

二
九
二
九　

内
線
二
二
五

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
場
所

　
　
　
　

期
間

（一）

　
　
　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
八
日
（
金
）
ま
で
、
土
曜
日
、
日

　
　
　

曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
。

　
　
　
　

場
所

（二）

　
　
　
　

三
の
１
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。

　

３　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
間
及
び
場
所

　
　
　
　

期
間

（一）

　
　
　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
八
日
（
金
）
ま
で
、
土
曜
日
、
日

　
　
　

曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
。

　
　
　
　

場
所

（二）

　
　
　
　

三
の
１
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。

　
　
　
　

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

（三）

　
　
　
　

資
格
審
査
の
結
果
は
、
文
書
に
よ
り
通
知
す
る
。

　

４　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
、
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
　

日
時

（一）

　
　
　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日
（
水
）　

午
後
二
時

　
　
　
　

場
所

（二）

　
　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
〇
二

　
　
　
　

熊
本
市
月
出
三
丁
目
一
番
一
〇
〇
号

　
　
　
　

熊
本
県
立
大
学
管
理
棟
小
会
議
室

　
　
　
　

方
法

（三）

　
　
　
　

持
参
又
は
郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
す
る
こ
と
。

四　

そ
の
他

　

１　

入
札
保
証
金

　
　
　

見
積
も
っ
た
金
額
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
の
百
分
の
五
以
上
の
金
額
を
三
の
４

　
　

記
載
の
入
札
の
日
時
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の　

又
は　

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

（一）

（二）

　
　

と
き
は
、
入
札
保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

　
　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
入
札
保
証
金
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に

（一）

　
　
　

県
を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
入
札
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険

　
　
　

証
券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
箇
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公

（二）

　
　
　

共
団
体
と
こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契

　
　
　

約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

　
　
　

を
提
出
し
た
と
き
（
そ
の
者
が
落
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お

　
　
　

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

　

２　

契
約
保
証
金

　
　
　

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
日
時
ま
で
に
、契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
。

　
　

た
だ
し
、
次
の　

又
は　

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

（一）

（二）

　
　
　
　

当
該
入
札
に
お
い
て
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に
県

（一）

　
　
　

を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
履
行
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険
証

　
　
　

券
を
提
出
し
た
と
き
。
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過
去
二
箇
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
と
こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項

（二）

　
　
　

と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結

　
　
　

し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
（
そ
の
者
が
契

　
　
　

約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

　

３　

入
札
の
無
効

　
　
　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を

　
　

履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
入
札
説
明
書
に
記
載
す
る
入
札
の
無
効
に
該
当
す
る
入
札

　
　

は
、
無
効
と
す
る
。

　

４　

落
札
者
の
決
定
の
方
法

　
　
　

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込

　
　

み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

５　

そ
の
他
詳
細
事
項
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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